
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インボイス制度 

説明・登録会のご案内 
２０２３年１０月から導入されるインボイス制度への対応はいかがでしょうか？ 

インボイスへの対応が必要かどうか 下記のフローチャートでご確認下さい 

いいえ

⇒

いいえ

⇒

いいえ

⇒

いいえ

⇒

インボイスの対応は不要です
取引先から求められたら組合まで相談して下さい

消費税の申告で
簡易課税を選択している

⇓　はい

取引先（お客さん）から
『インボイス』の発行を求められている

⇓　はい

消費税の課税事業者である

⇓　はい

外注さんや一人親方さんなど
協力会社がいる

⇓　はい

ご自身の『適格請求書等発行事業者』登録のみ必要です

協力会社さんに『インボイスの発行』（適格請求
書等発行事業者登録）を求める必要はありません

ご自身の『適格請求書等発行事業者』登録のみ必要です

対応が必要です

裏面の説明会に参加して下さい

スタート 


